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（1）震災発生後の協会業務の復旧に向けた取組みについて 

協会においては、震災直後から、職員及び支部の施設の被災状況の把握に努めま

した。本部においては、被災地での通信手段の途絶等の影響を受けたものの、3 月

14 日までには、各支部の被災状況、職員の安否のほぼ全容を把握し、その後は逐次、

震災及び計画停電による職員の出勤への影響と業務の処理状況の把握に努めたほか、

医療機関の窓口における一部負担金の支払猶予、社会保険料の納期限延長など、震

災に係る協会としての当面の対応方針や国における対応の内容について支部へ連絡

を行いました。 

事務室の被害の大きかった宮城支部においては、3 月 16 日までの間、建物の被災

等による入居ビルの閉鎖により支部の閉鎖を余儀なくされましたが、当該支部あて

の照会電話を山形支部で対応したり、年金事務所等への情報提供を行ったりするな

どにより、その影響が最小限となるように努めました。その後、近隣支部の支援の

もと、17 日から業務復旧に向けた対応を開始し、22 日から業務の復旧を果たしまし

た。 

また、東京電力管内の支部において業務時間中に計画停電による停電が発生しま

したが、事前の情報収集のほか、必要な業務を停電前後にシフトするなど、所要の

対策を講じた結果、トラブルの発生を防ぎました。 

傷病手当金等の支払いについては、支払委託先の金融機関におけるシステム障害

の発生等の影響もあり、震災のあった 23 年 3 月のみ、一部の支部で多尐の遅延が発

生しましたが、翌 4 月以降については、ほぼ通常の日数での処理に戻すことができ

ました。 

 

（2）震災対応により新たに発生した業務の処理について 

医療機関等に受診した際の一部負担金の免除（詳細は（３）ⅴ）に記載。）につ

いては、23 年 7 月から、医療機関等の窓口に免除証明書の提示が必要となりました。

このため、全支部に対し、6 月 24 日（金）までに受理した申請については、6 月中

に必ず加入者の手元に届くよう、28 日までの免除証明書の発送を指示し、また、6

月 27 日（月）、28 日（火）の受理分についても 30 日までの発送を完了するよう指

示し、ほぼ実行されました。 

また、多数の被災者が集中していた宮城及び福島支部においては免除証明書の申

請が一時期に集中し、その審査や発行等の業務量が過大なものとなったことなどか

ら、本部や他の支部から、6 月 13 日から 9 月 16 日までの間に、延べ 804 名の職員



を応援として派遣し、また臨時職員を雇い、両支部の事務処理体制を強化すること

により対応しました。 

 

（3）被災者、事業主及び船舶所有者への対応 

東日本大震災発生以降、被災した加入者や事業主及び船舶所有者の皆様に対して

「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」（特別法）

及び国の方針に基づいて費用負担や保険給付に関し、主に以下のような対応を行っ

てまいりました。 

 

ⅰ) 保険証なしでの受診 

医療機関等を受診する場合は、医療機関等の窓口で「氏名」、「生年月日」及び

「事業所名又は船舶所有者名」を申し出ることにより、保険証を提示することなく

受診することを可能としました（23年 6月末日まで）。 

23年 7月 1日以降につきましては、保険証の提示が必要となりました。 

 

ⅱ) 任意継続被保険者の保険料納付猶予 

震災の影響により任意継続被保険者の方が保険料を納付期日までに納付するこ

とが困難な場合には、申出を行えば、23年 5月末日まで納付を猶予することとしま

した。 

 

ⅲ) 社会保険料の納付期限延長、免除 

日本年金機構において、被災地域に住所がある事業所や船舶所有者の社会保険料

については納付期限を延長する措置がとられました。 

さらに、特別法の成立により、被災による被害で従業員への報酬の支払いに著し

い支障が生じている場合には、最長で 24年 2月納付分（24年 1月分保険料）まで

の保険料の免除を受けられることとなりました。 

 

ⅳ) 標準報酬月額の改定の特例、傷病手当金等に関しての特例 

特別法の成立により、事業所又は船舶所有者が被災し、そのため従業員への報酬

に著しい変動が生じた場合には、その月からの標準報酬月額の改定が可能となりま

した。この措置は、24年 2月までに受けた報酬が対象です。 



この改定を行った場合において、傷病手当金及び出産手当金については、改定前

の標準報酬月額に基づく給付が受けられることとされています。 

 

ⅴ) 医療機関における一部負担金等の猶予、免除 

震災後、被災された加入者の方が医療機関等で受診した場合には、医療機関等の

窓口で一部負担金等を支払わず（支払の猶予）受診することを可能としていました。 

特別法の成立後は、被災された方は一部負担金等を免除することとし、23 年 7

月 1日以降一部負担金等の免除を受けるためには、協会など保険者が発行する免除

証明書の提示が必要となりました。 

一部負担金等の免除を受けることができる期間は、当初、国からの財政措置があ

る 24 年 2 月末日までとしていましたが、「原発事故に伴う警戒区域等の被災者」

については、24 年度政府予算において、24 年 3 月以降も引き続き財政措置がされ

たため、25 年 2 月末日までとしました。また、財政措置がされない「その他の被

災者（住居の全半壊等）」についても、保険者としての協会の判断で 24 年 9 月末

日まで免除を継続することとしました。 

また、一部負担金等の猶予、免除の対象となる方が医療機関等の窓口で一部負担

金等を支払った場合には、当該一部負担金等を還付しました。 

 

（参考１）協会における一部負担金等の免除証明書の発行状況（累計） 

〔健康保険〕 

 発行枚数 

全国計 
（うち被災３県） 

 岩 手 宮 城 福 島 

24年 3月 31日現在 261,916 230,041 20,478 125,910 83,653 

24年 6月 30日現在 286,200 252,615 22,840 137,181 92,594 

〔船員保険〕          

 発行枚数 

24年 3月 31日現在 7,683 

24年 6月 30日現在 8,288 

 

 

 

 



（参考２）協会における一部負担金等の還付状況（累計） 

〔健康保険〕 

  

全国計 
（うち被災３県） 

 岩 手 宮 城 福 島 

24年 3月 31日

現在（※１） 

件数 183,644 150,413 8,044 86,546 55,823 

金額 1,385,768,466 1,102,844,762 35,390,349 617,703,208 449,751,205 

〔船員保険〕          

 件数 金額 

24年 3月 31日 

現在（※１） 
2,109 17,026,660 

 

（※１）平成 24年 3月支給決定分まで 

  （※２）金額は円単位 

 

ⅵ) 特定健診及び特定保健指導に係る自己負担分の還付 

震災後、被災された加入者の方が、生活習慣病予防健診、特定健診及び特定保健

指導を受けた場合には、自己負担分を還付しました。 

還付の対象期間は、24 年 3 月末日までとしていましたが、24 年度も自己負担分

の還付を継続することとしました。 

 

（参考）特定健診及び特定保健指導に係る自己負担分の還付の状況 

〔健康保険〕 

     

 

 

 

 

 

 
     

※ 24年 6月末現在の件数を計上したもの 

 

 

 

 

 

 

 

  
自己負担還付件数 

23 年度受診者分 24 年度受診者分 

生活習慣病予防健診 9,612 580 

特定健診 1,915 73 

特定保健指導 6 0 



〔船員保険〕 

 
自己負担還付件数 

23年度受診者分 24年度受診者分 

生活習慣病予防健診 112 6 

特定健診 65 7 

特定保健指導 0 0 

     ※24年 6月末現在の件数を計上したもの。 

 

 

（4）その他協会の被災者・事業主（船舶所有者）に対する支援 

協会では、以上の特別法や国からの通達による対応のほか、被災地での出張相談

を年金事務所と連携して実施したり、避難所で生活されている方への自治体の健康

支援活動に協会の保健師等が参加し、協力するなどの対応を行ってまいりました。 

福島支部では、23年 3月 28日から 5月 31日まで福島県の要請により、避難所で

被災された方々に対する健康相談を行いました。延べ 276人の保健師が 704か所の

避難所を巡回して、7,039人の方に健康相談を行いました。 

宮城支部では、23年 5月 9日から 5 月 31日まで仙台市の要請により、市内の避難

所で延べ 25人の保健師が 238人の方に健康相談を行いました。また、石巻市の避難

所では 5月から 6月末まで 27日間にわたり健康相談を行いました。 

なお、平成 24年 7月 25日付で福島県知事より感謝状を、平成 23年 9月 14日付

で仙台市健康福祉局長より御礼状をいただいています。 

また、津波の被害のあった地域は船員保険加入者が比較的多い地域ですが、船員

保険では、加入者、船舶所有者の皆様を対象に「船員保険被災者専用フリーコール」

を設置（23 年 4 月 25 日から 24 年 3 月 31 日まで設置）し、相談体制を整備しまし

た。 

 

（5）国の財政支援について 

震災への対応として、一部負担金等や保険料の猶予・免除や標準報酬月額の特例

的な改定が講じられることとなりましたが、これらへの対応には財政負担が生じる

こととなります。協会としては厳しい財政状況の中、これらの負担に対する財政支

援措置の要望を健康保険組合連合会と共同で厚生労働大臣に対し行いました（「東

北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震対策に関する緊急要望書」23年 4月 5日

厚生労働大臣宛）。 



この結果、平成 23年度第一次補正予算（23年 5月 2日成立）において、①一部

負担金等免除に伴う補助、②保険料免除に伴う補助、③標準報酬の改定の特例に伴

う補助として、296億円（健保 295億、船保 1億）が予算措置されました。 

また、24年度については、「原発事故に伴う警戒区域等の被災者」に係る一部負

担金等免除に伴う補助が 16億円、特定健診及び特定保健指導に係る自己負担分の還

付に伴う補助が 0.1億円予算措置されました。 

 

（6）広報について 

協会のホームページに東日本大震災への対応に関する特設のページを作成し、協

会における対応の内容について周知を図りました。また、3月 14日からは支部窓口

の開所状況を掲載いたしました。 

そのほか、特に被災者の多かった地域を中心に、医療機関や事業所向けのチラシ

やポスターを作成して配布したほか、地域のマスコミを通じた広報活動、避難所へ

のお知らせの掲示を実施しました。 

   

 

  ○ 新聞広告（3月 29日全国紙 2紙に掲載 千葉県の例） 

    

  

  



○ 新聞広告（6月に全国紙及び地方紙 6紙に掲載 茨城支部） 

 

 

 

 ○ 新聞広告（6月 12日地方紙 2紙に掲載 福島支部） 

 

 

 



 ○ テレビＣＭ（ ６月８日～１５日 福島県民放４社で放映 福島支部） 

 

 

 

 

 

 



 ○ 医療機関に配布したポスター（宮城支部の例） 

 

 

 

 



○ 事業所や加入者に配布したチラシ（宮城支部の例） 

 

 



 

 

東日本大震災への対応について 

○被災者・事業主（船舶所有者）に対する費用負担や給付に関する主な特例措置 

事 項 内 容 
23/3/11 

6/30 

7/1 

24/2/29 

3/1 

3/31 

 

9/30 

 

25/2/28 

 

3/31 備 考 

○医療機関における一部

負担金等の猶予、免除 

 

 

 

 

 

医療機関の窓口での

一部負担金等の支払

いを猶予し、保険者で

徴収を更に猶予 

立法後は免除 

 
※対象者は、住居の全半

壊、原発事故に伴う警

戒区域等の住民など 

      

健康保険法等の規定に

より、保険者判断で実施

可能 

     

特例法による措置 

平成 24年 2月末で終了 

○健診・保健指導の費用の

還付 

 

特定健診、特定保健

指導等の自己負担分

の還付 

    

国からの協力依頼によ

り実施 

○社会保険料の納期限延

長、免除 

[日本年金機構の措置] 

被災した事業所の社

会保険料の納期限を

延長し、更に一定条件

で免除 

 

 

  

特例法による措置 

平成 24年 2月末で終了 

○標準報酬月額の改定の

特例 

[日本年金機構の措置] 

被災した事業所の被

保険者の標準報酬月

額の特例的な改定を

実施 

  

○傷病手当金等に関する

特例 

被災者に対する傷病

手当金等について改

定前の標準報酬月額

に基づき給付 

  

 

 

猶予 免除（医療費等） 

原発事故関係 

住居の全半壊等 

免除（食事等） 

  

 

 

 


